
９月から
もしもの原子力災害に備え
　安定ヨウ素剤を
　　　　　事前配布します

　
国
で
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
で
の
事
故
を
踏
ま

え
、「
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

法
」
を
改
正
し
、
こ
れ
に
基
づ
き

「
原
子
力
災
害
対
策
指
針
」を
改
定

し
ま
し
た
。

　
こ
の
指
針
に
は
、
原
子
力
災
害

が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
安
定

ヨ
ウ
素
剤
の
事
前
配
布
を
含
む
、

予
防
服
用
体
制
を
整
備
す
る
こ
と

が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
避
難
が
基
本
で
す
が
、

こ
の
指
針
に
よ
り
、
万
一
、
原
子

力
災
害
の
恐
れ
が
高
ま
っ
た
場
合

に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
を

最
優
先
に
考
え
、
被
ば
く
を
予
防

す
る
た
め
に
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
服

用
し
て
い
た
だ
く
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
全
員
に
あ
ら
か

じ
め
配
布
す
る
も
の
で
す
。

　
た
だ
し
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配

布
は
医
師
の
説
明
を
受
け
る
必
要

が
あ
り
、
保
管
は
３
年
ご
と
の
更

新
が
必
要
で
す
。

　

安
定
ヨ
ウ
素
剤
と
は
、「
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ

ム
」
を
飲
み
や
す
い
形
状
に
し
た
医
療
用
医

薬
品
で
す
。
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
と

き
、
放
射
性
ヨ
ウ
素
が
放
出
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
を
あ
ら

か
じ
め
服
用
す
る
こ
と
で
、
放
射
性
ヨ
ウ

素
の
体
内（
甲
状
腺
）
へ
の
蓄
積
を
減
ら
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
安
定
ヨ
ウ

素
剤
の
効
果
は
、
放
射
性
ヨ
ウ
素
に
よ
る

甲
状
腺
へ
の
内
部
被
ば
く
の
抑
制
に
限
定

さ
れ
る
た
め
、
他
の
放
射
性
物
質
に
よ
る

被
ば
く
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

服
用
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
十
分
な
効

果
を
得
る
た
め
に
、
必
ず
、
国
ま
た
は

県
、
市
の
指
示
に
従
っ
て
服
用
し
て
く
だ

さ
い
。

な
ぜ
、
事
前
配
布
す
る
の
か�
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安
定
ヨ
ウ
素
剤
と
は�
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安
定
ヨ
ウ
素
剤
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
の
副

作
用
を
起
こ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
１
回
の
服
用
で
重
大
な
副
作
用
が
発
生
す
る

こ
と
は
極
め
て
ま
れ
で
す
が
、
報
告
さ
れ
た
事

例
と
し
て
は
、
嘔お
う

吐と

や
皮
膚
の
発
疹
、
胃
痛
、

下
痢
、
頭
痛
な
ど
の
症
状
が
あ
り
ま
す
。

　
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
成
分
、
ま
た
は
ヨ
ウ
素
に

対
し
、
過
去
に
過
敏
症
や
甲
状
腺
の
病
気
を

患
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
副
作
用
が
発
生
す

る
恐
れ
が
あ
る
た
め
服
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
副
作
用�
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安定ヨウ素剤

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
対
象
者

03　
平
成
28
年
８
月
１
日
現
在
、
住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
民
全
員
が
配
布
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

服
用
は
、３
歳
に
達
し
て
か
ら
に
な
り
ま
す

が
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
使
用
期
限
で
あ
る
３
年

以
内
に
３
歳
未
満
の
幼
児
も
該
当
年
齢
に
達
す

る
た
め
、
基
準
日
現
在
の
住
民
全
員
に
あ
ら
か

じ
め
配
布
し
ま
す
。３
歳
に
達
す
る
ま
で
は
、

服
用
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
お
ひ
と
り
の
服

用
量
は
、３
歳
以
上
13
歳
未
満
が
丸
薬
を
１
錠
、

13
歳
以
上
が
丸
薬
を
２
錠
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
服
用
不
適
項
目
」
に
該
当
す
る
人
に

は
、
重
大
な
副
作
用
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る

た
め
配
布
で
き
ま
せ
ん
。

【
服
用
不
適
項
目
】

○
こ
れ
ま
で
に
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
成
分
、
ま
た

は
ヨ
ウ
素
に
対
し
過
敏
症
が
あ
る
と
い
わ
れ

た
こ
と
が
あ
る
人
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